
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

（
仮
称
）
栃
木
市
消
防
署
都
賀
・

西
方
分
署
庁
舎
整
備
基
本
計
画
を

策
定
し
ま
し
た

　
市
消
防
本
部
で
は
、
老
朽
化
お
よ

び
狭
あ
い
化
し
た
各
消
防
庁
舎
を
計

画
的
に
整
備
し
、
災
害
か
ら
市
民
の

安
全
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
平
成

29
年
度
に
策
定
し
た
「
栃
木
市
消
防

庁
舎
整
備
基
本
構
想
」
に
基
づ
き
、

都
賀
・
西
方
地
域
の
消
防
分
署
に
つ

い
て
、
よ
り
具
体
的
・
詳
細
な
検
討

を
行
い
、「（
仮
称
）
栃
木
市
消
防
署

都
賀
・
西
方
分
署
庁
舎
整
備
基
本
計

画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
今
後
は
「（
仮
称
）
栃
木

市
消
防
署
北
部
分
署
」
と
し
て
庁
舎

整
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
消
防
本
部
消
防
総
務
課

☎
（23）
３
５
２
７

令
和
５
年
農
業
用
免
税
軽
油
一
括

交
付
期
間
後
の
申
請

　
栃
木
県
税
事
務
所
で
は
、
正
規
の

期
間
内
に
申
請
で
き
な
か
っ
た
方
の

追
加
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
交
付

を
希
望
す
る
方
は
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
な
お
、
今
回
の
申
請
期
間
を
過

ぎ
ま
す
と
、
１
年
分
の
全
量
交
付
が

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
留
意
く
だ
さ
い
。

　
申
請
の
際
の
持
ち
物
な
ど
は
、
広

報
と
ち
ぎ
１
月
号
を
確
認
す
る
か
、

栃
木
県
税
事
務
所
へ
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

日
時
　
３
月
２
日（
木
）、３
日（
金
）

※
各
日
と
も
９
時
〜
11
時
30
分
、
13

時
〜
15
時
30
分

場
所
　
栃
木
県
庁
下
都
賀
庁
舎
第
２

福
利
厚
生
棟
２
階
会
議
室（
神
田
町
）

問
栃
木
県
税
事
務
所
☎

（23）
６
８
８
２

※
耕
作
証
明
は
、
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
（21）
２
３
９
３

軽
自
動
車
な
ど
の
届
出
は
お
早
め
に

軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在
の

名
義
人
が
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

盗
難
・
譲
渡
な
ど
に
よ
り
軽
自
動
車

な
ど
が
お
手
元
に
な
く
て
も
、
届
出

を
行
わ
な
い
と
課
税
さ
れ
ま
す
。
廃

車
・
住
所
変
更
・
名
義
変
更
は
３
月

中
に
届
出
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

課
税
対
象
車
両
は
必
ず
申
告

　
次
の
車
両
も
軽
自
動
車
税
の
課
税
対

象
で
す
。
該
当
す
る
車
両
を
所
有
し
て

い
る
場
合
、
ま
た
新
た
に
取
得
し
た
場

合
は
、
速
や
か
に
軽
自
動
車
税
の
申
告

を
し
て
標
識
（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）

の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

対
象
車
両

　

乗
用
装
置
の
あ
る
ト
ラ
ク
タ
ー
、

コ
ン
バ
イ
ン
等
農
耕
車
／
フ
ォ
ー

ク
・
リ
フ
ト
、
シ
ョ
ベ
ル
・
ロ
ー
ダ

な
ど
の
小
型
特
殊
自
動
車
／
小
型
特

殊
自
動
車
に
分
類
さ
れ
、
ト
ラ
ク

タ
ー
の
み
に
よ
り
け
ん
引
さ
れ
る
農

耕
作
業
用
ト
レ
ー
ラ

問
１
２
５
cc
以
下
の
オ
ー
ト
バ
イ

や
農
耕
車:

税
務
課
☎

（21）
２
２
６
１

１
２
６
cc
以
上
の
オ
ー
ト
バ
イ:

栃
木
運
輸
支
局　
佐
野
事
務
所

☎
０
５
０-

５
５
４
０-

２
０
２
０

軽
四
輪
車:

軽
自
動
車
検
査
協
会　

佐
野
支
所　

☎
０
５
０-

３
８
１
６

-

３
１
０
８

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間
・

納
付
猶
予
期
間
等
の
あ
る
方
へ

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納
付

猶
予
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
に
つ

い
て
、
保
険
料
の
後
払
い
（
追
納
）

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全
額

免
除
・
一
部
免
除
・
法
定
免
除
）、

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
承
認

を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
保

険
料
を
全
額
納
め
た
場
合
と
比
べ

て
、
老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受

け
ら
れ
る
年
金
）
の
受
取
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
保
険
料
の

免
除
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
保

険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
、
後
払
い
（
追
納
）
す
る
こ
と

に
よ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
等
を
受
け
た
期
間

の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目

以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
、

当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　
追
納
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
年

金
事
務
所
で
の
申
込
み
が
必
要
で
す

の
で
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
栃
木
年
金
事
務
所
☎

（22）
４
１
３
１

令
和
４
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成

事
業
実
績
報
告

（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
が

宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
活
動
の
一

環
と
し
て
、
宝
く
じ
の
受
託
事
業
収

入
を
財
源
に
実
施
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
助
成
事
業
を
活
用
し
、
木
の
北

自
治
会
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
必

要
な
集
会
施
設
の
整
備
を
行
い
ま
し

た
。

自
治
会
公
民
館
の
建
設

　

都
賀
町
の
木
の
北
自
治
会
で
は
、

自
治
会
活
動
の
拠
点
施
設
と
し
て
自

治
会
公
民
館
を
建
設
し
ま
し
た
。
今

後
は
公
民
館
を
拠
点
に
自
治
会
活
動

が
よ
り
活
発
に
行
わ
れ
、
住
民
間
相

互
の
連
携
・
協
力
の
も
と
、
よ
り
良

い
地
域
づ
く
り
が
行
わ
れ
る
効
果
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

問
地
域
政
策
課　
栃
木
公
民
館
係

　
☎

（24）
０
３
５
２

下
野
国
庁
ま
つ
り
中
止
の
お
知
ら

せ
　
３
月
に
開
催
を
予
定
し
て
お
り
ま

し
た
第
23
回
下
野
国
庁
ま
つ
り
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
中
止
と
な
り
ま

し
た
。

問
文
化
課　
　
　

  

☎
（21）
２
４
９
８

　
国
府
公
民
館　
　
☎
（27）
３
０
０
２

カ
ラ
ス
等
の
駆
除

　
農
作
物
を
荒
ら
し
た
り
、
人
や
家

畜
に
危
害
を
及
ぼ
す
カ
ラ
ス
等
の
駆

除
を
、
地
元
猟
友
会
の
協
力
に
よ
り

実
施
し
ま
す
。

日
時
　
３
月
18
日（
土
）〜
26
日（
日
）

日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
（
期
間
内
で

２
日
間
程
度
実
施
予
定
）

場
所
　
栃
木
地
域
の
山
林
・
田
畑

（
都
賀
地
域
の
一
部
を
含
む
）、
太
平

山
や
巴
波
川
浄
化
セ
ン
タ
ー
の
周
辺

（
大
平
地
域
の
一
部
を
含
む
）、
永
野

川
・
思
川
等
の
河
川
敷

問
農
林
整
備
課　

  

☎
（21）
２
２
８
９

運行ルート・ダイヤ見直し
路線 方面 変更前 変更後

①寺尾線 栃木方面第１便

星野御嶽山入口6:17発
栃木駅7:00着

星野御嶽山入口6:05発
栃木駅6:48 着
〇東武日光線栃木駅で東武宇都宮方面6:54 発の電車がご利用い
ただけるようになります。

④部屋線 栃木方面第２便 部屋南部桜づつみ公園7：00始発 部屋出張所7：05始発

⑦大宮
　国府線 北回り第１便

新栃木駅東口6:57発
新栃木駅東口7:36着
とちぎメディカルセンターしもつが8:00着

新栃木駅東口6:47発
新栃木駅東口7:26着
とちぎメディカルセンターしもつが7:50着
〇東武日光線新栃木駅で東武日光方面7:37発、東武宇都宮方面7:38
発、南栗橋方面7:38発の電車がご利用いただけるようになります。

ふれあいバスの時刻などが変わります

ふれあいバス時刻表の配布方法が変わります

ふれあいバスの運行時刻や停留所名を、３月 18
日（土）から一部変更します。ご理解ご協力をお
願いします。

停留所の名称変更
　⑫岩舟線
　　・静戸➡鯉ヶ島

行先名等変更
路線 変更内容 変更前 変更後

⑫岩舟線

起点・終点 道の駅みかも 栃木駅南口
佐野新都市バスターミナル

行先名
東回り 栃木駅南口行／佐野新都市バスターミナル行

（静和駅入口経由）

西回り 栃木駅南口行／佐野新都市バスターミナル行
（ぶどう団地入口経由）

佐野市
乗り入れ日

平日のみ（12/29 ～
1/3除く）

平日のみ（ゴールデンウィーク・お 盆　　　　　　　　　  
・12/29～1/3除く）
〇ゴールデンウィーク・お盆期間の国道50 号
線および佐野新都市周辺の交通渋滞を回避して、
バスの遅延を解消します。

令和５年度ふれあいバス時刻表から、全戸配布を取りやめ、下記の場所等で配布します。また、市ホームペー
ジでも時刻表を閲覧することもできます。
時刻表配布場所
　ふれあいバスの車内（時刻表が必要な場合は、運転手にお声かけください。）
　栃木地域　市役所本庁舎、キョクトウとちぎ蔵の街楽習館、大宮公民館、皆川公民館、吹上公民館、
　　　　　　寺尾公民館、国府公民館、観光交流館「蔵なび」、栃木図書館
　大平地域　大平総合支所、大平公民館、大平図書館
　藤岡地域　藤岡総合支所、部屋出張所、藤岡公民館
　都賀地域　都賀総合支所、都賀公民館
　西方地域　西方総合支所、真名子出張所、西方公民館
　岩舟地域　岩舟総合支所、岩舟公民館

バス現在位置情報検索サービスをご利用ください
　ふれあいバスでは、バスの現在位置や停留所が確認できる「バスロケーションシステムＢｕｓ
Ｇｏ！」を利用できます。専用アプリや会員登録は不要です。ぜひご活用ください。

問 交通防犯課　  ☎（21）２１５３
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